
Cycle Manner up 
 & Safety 推  進  企  業

埼玉県内に所在する企業及び事業所のうち、従業員に対する自転車安全教育や地域における自転車安全利用の推進に
貢献する企業として埼玉県警察から指定を受けた企業等です。申請方法など詳細はチラシ裏面をご確認ください。
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Cycle Manner up 
 & Safety 推  進  企  業

県警ホームページから参加申請書をダウンロードし、
必要事項をご記入のうえ、管轄警察署に提出して下さい。

を目指す
企  業

自転車事故0ゼ　　　ロ

申請方法

申請条件
１従業員等に対する自転車安全教育等を実施すること
２サイクルマナーアップ＆セーフティ推進責任者を配置すること
３下記の活動を1項目以上実施すること
・通勤や業務等で自転車を利用している従業員に対する自転車安全利用の促進
・地域住民等に対する自転車安全教室等を開催、企業所在地における啓発活動等を実施
・自転車の安全性の向上に資する自転車及び部品等の研究・開発

サイクルマナーアップ＆セｰフティ

お問い合わせ先

参加企業の一覧や活動状況等は県警ホームページをご覧ください。

埼玉県警察本部交通部交通総務課安全対策第二係 TEL (048) 832 - 0110


